
別記様式２ （令和3年4月1日現在）

内線

附属機関等の名称 北海道建設業審議会

設置年月日

設置根拠

設置目的

委員構成 １　委員数 15 名　　　　 　【定  数： 15 名】

   （うち女性委員）　　 5 名

   （うち公募委員）　　 名　　　　　 【公募枠： 名】

  　現在委員を委嘱していない場合はその理由（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

２　部会等の設置状況

名称 委員数（うち女性委員）

 

会議の公開

状況 　公開・一部公開・非公開・未決定の別 公開

　公開できない理由（一部公開・非公開の場合）

附 属 機 関 等 の 概 要

２９－７２３建設部建設政策局建設管理課

北海道建設業審議会条例

　委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
（１）審議会は、知事の諮問に応じて建設業に関する重要事項を調査審議する。
（２）審議会は、前項に規定する事項に関し、知事に意見を具申することができる。

＜所掌・協議事項＞

担当部課名　

＜目的＞

昭和51年3月31日

「附属機関」、「委員会等」の別 附属機関

北海道における建設業の健全な発展と振興を図る。


